第２号様式（第３条の２）
事　　業　　計　　画　　書

１　申請者の概要
	[bookmark: _Hlk87343852]名称
	

	代表者
	役職　
	氏名　

	所在地
	〒
ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：

	資本金等
	資本金：　　　　　　　　千円　　　従業員数：　　　　　　　　　　人

	連絡窓口
	電話番号
	

	
	ＦＡＸ番号
	

	
	担当者名
	担当部署・役職名も記載してください。

	
	Ｅ－ｍａｉｌ
	



２　会社等概要（業種、業務内容、主要商品等を記載すること。）
	





３　事業内容
	（１）区分
（ア）新事業開発コース（新商品・新技術・新役務（サービス）の開発及び試作品の販路開拓）
	○印
	補　　助　　事　　業　　者
	補助率

	
	①　創業者又は県内に事業所を有し、経営の革新を行おうとする中小企業者
	１／２以内

	
	②　中小企業者以外で、経営の革新を行おうとする県内のＮＰＯ法人、農事組合法人等
	１／２以内

	
	③　上記①、②のいずれかと農林漁業者の連携体
	１／２以内

	
	④　①～③のうち、特別枠（県重点推進分野枠）の場合
	２／３以内

	
	⑤　②～③のうち、特別枠（最低賃金枠）の場合
	２／３以内



＜重点推進分野の種類（該当する事業に〇）＞※④に〇印を付した場合は記入願います。
　a　アグリ関連事業
　　　本県の強みである食を更に伸ばし、生産性・収益性を向上させていく取組
　　（農工ベストミックス型産業（農商工連携による商品開発等を含む）等）今回、新事業開発コースは、公募していません。

b　ライフ関連事業
　　人口減少、少子化、高齢化の加速による社会変化、産業需要に対応する取組
　（医療・健康福祉関連産業（医福工連携分野、サービス分野、プロダクト分野）、
　　生活関連サービス産業等）
c　ＧＸ関連事業
カーボンニュートラル実現に向けた対応を成長の機会として捉える経営革新の取組や本県の強みであるエネルギーを生かし、関連産業を創出していく取組
d　 ＤＸ関連事業
　　 デジタル技術を活用した経営革新の取組
e   知的財産活用事業
　　 知的財産を活用した企業経営に資する取組
f　 その他経済を回す取組及び事業
　　 国内外からの投資を呼び込み、域内循環を進める取組
　　 新しい生活様式に対応した取組
　（観光関連産業、物流関連産業、情報関連産業等）

（イ）販路開拓コース（既存商品の販路開拓）
	○印
	補　　 助　　事　　業　　者
	補助率

	
	①　創業者又は県内に事業所を有し、経営の革新を行おうとする中小企業者
	１／２以内

	
	②　中小企業者以外で、経営の革新を行おうとする県内のＮＰＯ法人、農事組合法人等
	１／２以内

	
	③　上記①、②のいずれかと農林漁業者の連携体
	１／２以内




	（２）補助事業名（内容を表現する適切な名称を簡潔に記載すること。）



	（３）事業の目的
　　①　経緯（今回の補助事業申請に至った経緯を記載すること。）




　　②　目的（今回申請する補助事業の目的を記載すること。）




	（４）事業の目標　※網掛け部分は、販路開拓コースの対象外の目標
※①～④のうち、目標として設定した項目に〇印を付し、必要事項を記載すること。
	〇印
	事業の目標

	
	①  補助事業終了後の付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率が３％以上である。

	
	②　補助事業終了後１年以内に給与支給総額年率平均１．５％以上増加させる。

	
	③　補助事業終了後、３年以内に事業化する。

	
	④　自社で独自に目標を設定する場合（以下に具体的な内容を記載願います。）





　　　※①、②両コース共通、③は新事業開発コースのみ、④は販路開拓コースのみ。　
（単位:千円）
	項　　目
	基準年度※
	○○年度
	○○年度
	○○年度

	売上高　　　　　　　　　　（ａ）
	
	
	
	

	経費　　　　　　　　　　　（ｂ）
	
	
	
	

	営業利益　　　　　（ｃ＝ａ－ｂ）
	
	
	
	

	経費のうち人件費　　　　　（ｄ）
	
	
	
	

	〃　　減価償却費　　　（ｅ）
	
	
	
	

	付加価値額　　（ｆ＝ｃ＋ｄ＋ｅ）
	
	
	
	

	伸び率（％）
	
	
	
	

	全従業員数　　　　　　　　（ｇ）
	
	
	
	

	一人当たり付加価値額　（ｆ÷ｇ）
	
	
	
	

	伸び率（％）
	
	
	
	

	給与支給総額
	
	
	
	

	伸び率（％）
	
	
	
	

	事業場内最低賃金（円）
	
	
	
	

	地域別、特定（産業別）最低賃金（円）
	
	
	
	

	地域別、特定（産業別）最低賃金に該当する従業員数　　　　　　（ｈ）
	
	
	
	

	（ｈ）の割合（ｈ÷ｇ）×100
	
	
	
	


※基準年度は、申請段階での直近実績を転記すること。
※地域別、特定（産業別）最低賃金は、該当する高い方の賃金を記載すること。
※備考（算出根拠を記載）

	（５）事業内容
　　①　事業の内容



　　②　事業の新規性、特徴




　　③　本事業における自社事業の位置づけ、将来展望





	（６）実施場所及び具体的な実施方法




	（７）事業概略図、スキーム図（共同実施者（大学、企業等）がある場合は、必ず記載すること。）




	（８）実施期間
　　　　　　　　　　　開始予定日　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　 　完了予定日　　　　　　　　　年　　月　　日



　（注）他年度に渡る事業の内容を示す計画等がある場合には、それを添付すること。

４　補助要件の確認
	（１）パートナーシップ構築宣言

本補助事業の応募には、パートナーシップ構築宣言の趣旨を踏まえた事業計画の作成が必要となりますので、下記の構築宣言の趣旨等を確認し、宣言の趣旨を理解のうえ、□をチェック（☑）してください。

☐　パートナーシップ構築宣言の趣旨等を理解しました。

・「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組である。
・企業は代表者の名前で、「サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携」や、「親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の遵守」に重点的に取り組むことを宣言する。
・青森県内の登録事業者は、令和６年１０月９日現在で「３８３社」である。
・宣言企業は、ポータルサイト上に公表される。
・宣言企業は、名刺への記載など、ロゴマークを使うことができる。
・宣言企業は、国の一部補助金（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、事業再構築補助金など）において、加点措置が講じられている。
・下記、パートナーシップ構築宣言のポータルサイトの内容を確認した。
　https://www.biz-partnership.jp/

	[bookmark: _Hlk179358212]（２）くるみん認定

本補助事業の応募には、くるみん認定の趣旨を踏まえた事業計画の作成が必要となりますので、下記のくるみん認定の趣旨等を確認し、趣旨を理解のうえ、□をチェック（☑）してください。

☐　くるみん認定の趣旨等を理解しました。

・くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が申請することによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から受けることができる認定である。
　※認定基準等の詳細については厚生労働省ホームページ参照。
・一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき企業が策定することとされている、労働者の仕事と子育てに関する行動計画である。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされており、100人以下の企業は努力義務とされている。
・くるみん認定企業は、厚生労働省ホームページ上に公表される。
・くるみん認定企業は、名刺への記載など、ロゴマークを使うことができる。
・くるみん認定企業は、公共調達において、加点措置が講じられる。
・下記、厚生労働省ホームページの掲載内容を確認した。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/
kurumin/index.html

	（３）えるぼし認定

本補助事業の応募には、えるぼし認定の趣旨を踏まえた事業計画の作成が必要となりますので、下記のえるぼし認定の趣旨等を確認し、趣旨を理解のうえ、□をチェック（☑）してください。

☐　えるぼし認定の趣旨等を理解しました。

・えるぼし認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、女性の活躍推進に関する一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣から受けることができる認定である。
　※認定基準等の詳細については厚生労働省ホームページ参照。
・一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき企業が策定することとされている、労働者の仕事と子育てに関する行動計画である。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされており、100人以下の企業は努力義務とされている。
・えるぼし認定企業は、厚生労働省ホームページ上に公表される。
・えるぼし認定企業は、名刺への記載など、ロゴマークを使うことができる。
・えるぼし認定企業は、公共調達において、加点措置が講じられる。
・下記、厚生労働省ホームページの掲載内容を確認した。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html



５　加点事項の確認
	[bookmark: _Hlk179358683]（１）パートナーシップ構築宣言

交付申請日において、パートナーシップ構築宣言登録企業である。
☐　はい　　☐　いいえ

※パートナーシップ構築宣言登録企業は、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。
※交付申請日において、パートナーシップ構築宣言登録企業の場合は、パートナーシップ構築宣言ポータルサイトのハードコピー等、その事実を確認できるものを添付してください。


	[bookmark: _Hlk179360958]（２）くるみん認定

交付申請日において、くるみん認定企業である。
☐　はい　　☐　いいえ

※くるみん認定企業は、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。
※くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんのいずれの認定であっても加点措置の対象となります。
※交付申請日において、くるみん認定企業の場合は、認定通知書のコピーを添付してください。


	（３）えるぼし認定

交付申請日において、えるぼし認定企業である。
☐　はい　　☐　いいえ

※えるぼし認定企業は、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。
※えるぼし、プラチナえるぼしのいずれの認定であっても加点措置の対象となります。
※交付申請日において、えるぼし認定企業の場合は、認定通知書のコピーを添付してください。
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６　事業スケジュール

	　　　　　年月

事業実施内容
	R

月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月
	
月

	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注）事業実施内容欄には、事業実施方法に記載した内容毎に番号をつけ、その内容を記載すること。（例：①○○に係る開発、②○○の設計、③○○に係る検証、④○○の課題の解明、⑤○○の評価の実施、⑥試作品の製造、⑦試作品の出荷、⑧試作品の改良など）
（注）項目毎に、実施する期間を矢印で記載すること。


6

７　同一又は類似内容での本制度以外の国、地方自治体、センター等の補助事業や委託事業等への申請の有無（該当する項目に○（有に○を付した場合は、具体的に記載すること。））
	有
	補助金又は委託費等名称
	

	
	補助金又は委託費等事業主体（省庁名、県名等）
	

	
	事業名
	

	
	実施期間
	

	無
	
	



８　調査研究・開発研究等を委託する場合
	（１）委託の内容









	（２）委託業者及び代表者名





	（３）委託期間

　　　　　　　　　　　着手予定日　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　完了予定日　　　　　　　　　年　　月　　日


	（４）委託する理由







　（注）委託事業がない場合は、添付を要しない。

９　中小企業等と農林漁業者の連携体の場合
	（１）連携内容














	（２）連携者及び代表者名





	（３）事業期間

　　　　　　　　　　　着手予定日　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　完了予定日　　　　　　　　　年　　月　　日


	（４）連携する理由














　（注）該当しない場合は、添付を要しない。

１０　事業経費
（１）経費内訳（　　　　年度分）　※２か年事業の場合は、各事業年度ごと及び２年度合計の経費内訳をそれぞれ作成。
①総括表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	経費区分
	補助事業に要する経費
	補助対象経費
	補助金額
	摘　要

	謝　　　金
	
	
	
	

	旅　　　費
	
	
	
	

	事　業　費
	
	
	
	

	合　　　計
	
	
	
	


②内訳表　※網掛け部分は、販路開拓コースの対象外経費　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	経費区分
	内　　　容
	補助事業に要する経費
	補助対象経費
	うち補助額
	積算内訳

	１
	謝金
	(1)
	謝金
	
	
	
	

	
	
	小　　　計
	
	
	
	

	２
	旅費
	(2)
	専門家旅費
	
	
	
	

	
	
	(3)
	職員旅費
	
	
	
	

	
	
	小　　　計
	
	
	
	

	３
	事業費
	(4)
	会場借上料
	
	
	
	

	
	
	(5)
	通信運搬費
	
	
	
	

	
	
	(6)
	借損料
	
	
	
	

	
	
	(7)
	印刷製本費
	
	
	
	

	
	
	(8)
	資料購入費
	
	
	
	

	
	
	(9)
	集計・分析・調査費
	
	
	
	

	
	
	(10)
	広告宣伝費
	
	
	
	

	
	
	(11)
	翻訳料
	
	
	
	

	
	
	(12)
	原稿料
	
	
	
	

	
	
	(13)
	受講料
	
	
	
	

	
	
	(14)
	消耗品費
	
	
	
	

	
	
	(15)
	原材料費
	
	
	
	

	
	
	(16)
	備品費（汎用機器除く。）
	
	
	
	

	
	
	(17)
	外注加工費
	
	
	
	

	
	
	(18)
	研究開発費
	
	
	
	

	
	
	(19)
	委託費
	
	
	
	

	
	
	(20)
	知財取得費
	
	
	
	

	
	
	小　　　計
	
	
	
	

	合　　　計
	
	
	
	


（注）消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。
（注）必要に応じて欄を追加して記入すること。

（２）資金調達方法（２年度分合計）
＜補助事業に要する経費の調達一覧＞　　　　　　　　　＜「補助金」相当額の手当方法＞
	区分
	金額（円）
	資金
調達先

	1.自己資金
	
	

	2.補助金
	
	

	3.借入金
	
	

	4.その他
	
	

	5.合計額
	
	



	区分
	金額（円）
	資金
調達先

	2-1.自己資金
	
	

	2-2.借入金
	
	

	2-3.その他
	
	


（注）合計額は（１）経費内訳の２年度分合計の補助事業に要する経費合計と一致させてください。
（注）補助事業終了後の精算となりますので、その間の資金の調達方法について記載してください。


連絡担当者職氏名　　　　　　　　　　    　　   
電　 話　 番 　号　　　　　　　　　　　　　    
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